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 ほっとかへんネットについて

ひょうごほっとかへんネット認定制度
『ひょうごほっとかナイト』の創設

・複合多問題や制度の狭間ニーズを“ほっとかない”で、社会福祉の分野を横断するネットワークにより支援する
「ほっとかへんネット」の各市区町域での設立を、県社会福祉法人経営者協議会と県社会福祉協議会が中心となって推進

・本年４月に全49市区町域での設置が完了し、各団体において取組を進めているが、団体間において活動歴や取組内容に
バラつきが生じている

・設立期を終えた次のステージとして、各団体の取組内容のさらなる底上げが求められる

・平成26年度から、県社会福祉法人経営者協議会（以下「経営協」）が、市区町域の社会福祉法人で構成する

「社会福祉法人連絡協議会」（通称「ほっとかへんネット」）の組織化をモデル的に推進

・平成28年度の社会福祉法改正により、地域貢献活動が社会福祉法人の責務となったことを受け、全市区町での

設立を目指して、経営協と県社会福祉協議会（以下「県社協」）が協働して設立を支援

複合多問題や制度の狭間への支援ニーズを“ほっとかない”で、分野横断型ネットワークより対応

R6末：47市区町（R7.4：全49市区町で設置完了）

地域ネットワーク構築、専門相談支援、福祉人材確保、災害派遣福祉チーム（DWAT） 等

設立目的

設立状況

活動内容

地域のニーズを踏まえた地域貢献活動を積極的に行うほっとかへんネットを認定する制度

「ひょうごほっとかナイト」を創設し、①優秀団体への顕彰、②先進的な取組内容の共有、
③認定を目指した取組の活性化 を通じて、ほっとかへんネット全体の成⾧を促進
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 ほっとかナイト（認定制度）の認定要件等

１認定者 兵庫県・県社協・経営協の３者連名

２認定対象 県内ほっとかへんネット（全49市区町）

３認定要件 下記１・２のとおり

 ほっとかナイト（認定制度）の認定フロー・スケジュール

３者へ
年次報告

毎年５月

取組の
発信・普及

（随時）

認定・
公表※

11月

審査会

８・９月

３者へ
申請

７月

市区町
ほっとかへんネット ※県社会福祉大会

での表彰を想定
認定後も３者で取組をフォロー

〔認定団体数〕R7初年度は２団体程度を想定。次年度以降も２～３団体／年を目標に取組を促進

＜問い合わせ先＞福祉部地域福祉課 TEL：078-362-9187（内線2894） MAIL：chiikifukushi@pref.hyogo.lg.jp 02


